
当社の作業所で化学物質を使用する事業主の皆様へ 

       安全労務課  
 

現場に持込む材料に下記のマークが有りませんか？ 
 

労働安全衛生法が改正となり、平成 28 年６月１日に施行されました。 
 

化学物質のリスクアセスメントが義務付けられました。 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現場で使用する材料に、上記の 

マークがあった時にしなければ 

ならない事は以下の通りです。 

 

①化学物質のリスクアセスメントを行う（義務付け） 
義務を負う者：現場で化学物質を使用する労働者の事業主 

①-2 リスクアセスメントの結果による措置を作業員に周知（努力義務） 
 

②化学物質のラベル表示を行う（義務付け） 
義務を負う者：現場で化学物質を使用する労働者の事業主  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

当社の作業所では、化学物質を使用する事業主の皆様に以下を指導しています。 
① リスクアセスメントを行った文書をファイルして作業所
休憩所に備えること。 

② 化学物質を含んだ材料の容器等に記載されたラベルを拡
大コピーして、保管場所に掲示すること。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

こんなものにも化学物質が含まれています。 

 

 

 

 

 

 

このような表記があったら該当します。 

これまでは 6 月 1日～ 




